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関する説明・質疑応答を行うなどするもの

「刑事裁判傍聴」

主に高校生，大学生，社会人を対象に，裁判傍聴を行うとともに，検

察に関する質疑応答を行うなどするもの

「庁舎見学」

主に学校や各種団体等からの依頼に応じ，検察庁庁舎の見学を実施す

るとともに，検察に関する質疑応答を行うなどするもの

「各種説明会・講演」

検察職員が講演する各種説明会や講演会などを通じ，検察に関する説

明等を行うもの

「新聞等への寄稿」

各種新聞・雑誌等のマスメディアを媒体とし，検察に関する説明等を

行うもの

が挙げられる。

全国検察庁５９庁のうち，５２庁（最高検察庁，高等検察庁４庁，地方

検察庁４７庁）が，検察広報活動を実施し，延べ実施回数は，３８３回，

延べ参加人数は，約１万９００人であった。

， ， ，各広報活動の延べ実施回数は 移動教室が２０１回 出前教室が２３回

刑事裁判傍聴が２４回，庁内見学が９１回，各種説明会・講演が４０回，

新聞等への寄稿が８回，その他が９回であった。

そして，より効率的で効果的な広報活動を実施するため

○ 庁独自の広報用パンフレットを作成

○ 検察庁の役割や刑事手続の流れ等を見学者に説明する際にパソコンの

プレゼンテーションソフトを活用

○ 各教育機関等へ移動教室等案内文書の送付

○ 移動教室等の実施前に質問内容を送付するよう参加者に対して依頼

するなどの工夫を積極的に実施している例もある。

(2) 検察庁ホームページの開設

平成１４年８月，最高検察庁において，検察庁ホームページを開設し，

検察官・検察庁に関する説明等を掲載するとともに，検察庁の広報に関す

るトピックスを設け，移動教室や広報ビデオ等の紹介を行っている。

平成１４年度中の検察庁ホームページへのアクセス件数は，７万７，６

４５件であった。

(3) 検察広報官の新設

大規模庁の広報体制を強化するため，平成１４年度から，東京，大阪，

名古屋，福岡の各地方検察庁に検察広報官が新設され，報道機関からの取

材対応を担当する次席検事を補佐するとともに，移動教室等各種広報活動

の実施，調整及び企画立案を専門に担当することとなった。

(4) 検察庁広報用ビデオの配布

刑事局において，検察の職務や刑事手続の流れを簡潔に描いた内容の一

般広報用ビデオを作成し，同ビデオの宣伝用リーフレットとともに全国の

検察庁に配布した。

２．評 価 結 果

５２の検察庁において，移動教室，出前教室，刑事裁判傍聴等を中心に様々

。 ， ，な検察広報活動が実施された そして 検察広報官が新設された庁においては
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（単位：人）

10 11 12 13 14年度

1,585 1,762 1,654 1,671 1,952職業訓練修了者（人）

法務省矯正局統計資料による。

(2) 就職支援コース科職業訓練の実施庁の増加

労働需要について調査を行い，生産工程・労務作業者における欠員率に

着目したところ，以下のとおり建設業において最も欠員率が高く，短期間

で技能習得が可能な建造物のく体工事（鉄筋施工，型枠施工，足場組立，

解体工事）に係る職業的知識・技能を修得させ，雇用情報の提供を併せて

行う就職支援コース科職業訓練の実施庁を１庁増加し，半自動溶接機やパ

ソコン等の職業訓練用機器の更新整備を行って，訓練受講の機会の拡大を

図った。

産業別生産工程・労務作業者欠員率

（単位：％）

電 気 ・ ガ ス ・ 運 輸 ・ 通 信 卸 売 ・ 小 売 業 ・ 金 融 ・ 保 険 業 者 不 動 産 業 サ ー ビ ス 業産業区 鉱業 建設業 製造業

熱 供 給 飲 食 店

水 産 業 者

0 5 0 9 0 7 0 0 0 8 0 4欠員率 － － －

平成１３年厚生労働省「雇用労働調査」による。

(3) 資格取得者数の増加

資格又は免許を取得するため受験した受刑者のうち，前年度を２４０人

上回る１，９２９人が資格又は免許を取得し，合格率は約８６パーセント

であった。

職業訓練修了者における資格・免許取得状況

（単位：人，％）

危険物取扱者 溶接技能者 ﾎﾞｲﾗｰ技師 自動車整備士 理 容 師 そ の 他 合 計 合 格 率資 格 ・ 免 許

年度

10 408 307 131 91 39 1,362 2,338受験者

284 261 116 88 39 1,260 2,048 87.6合格者

11 448 406 120 124 44 1,362 2,504受験者

324 356 103 115 44 1,242 2,184 87.2合格者

12 446 279 118 86 56 1,268 2,253受験者

331 238 100 78 54 1,141 1,942 86.2合格者

13 179 262 125 83 46 1,484 2,179受験者

160 212 117 81 38 1,298 1,906 87.5合格者

14 220 271 134 98 51 1,467 2,241受験者

178 223 119 95 49 1,265 1,929 86.1合格者

法務省矯正局統計資料による。

２ 評 価 結 果

(1) 新規職業訓練の開講は，特別な設備や訓練場所の確保を要するため，現

， ， ，下の過剰収容にあっては 新規開講がより困難である中 労働需要が高く

短期間で建造物く体工事の技術等習得が可能な就職支援コース科の実施庁

， ，を１庁増加したことは 時代の要請に見合う職業訓練の受講機会を拡大し



































- 24 -

○全国誌等への関係記事・論説の掲載（約２５誌に掲載）

○法務省ホームページにおける広報

○日本野球機構，日本プロサッカーリーグの協力によるプロ野球，Ｊリーグ

公式戦における電光掲示

○中央行事の実施

・ 更生保護誌表紙絵展～平山郁夫と更生保護ゆかりの画家～」「

（東京都実施委員会と共催。保護司など更生保護関係者の教養研さん誌

として毎月発刊されている『更生保護』誌の表紙を飾った平山郁夫氏を

始めとする日本画家の作品を展示するとともに，更生保護制度を紹介す

る広報活動を行った ）。

(3) 運動展開に資するための広報資材の作成・配布

○広報用のポスター（全国で５７，４６４団体の協力を得て，約６０万枚が

掲出された ）。

○広報用ビデオ「クラスメート （全国で上映会（４，０３０回）が開催さ」

れたほか，民放５２局の協力を得てテレビ放映された ）。

○パンフレット等

( ) 各地区実施委員会の参加・協力を得て，全国作文コンテストを実施し，優4
秀作品を表彰した （応募作品数 小学生の部：２１，３７４，中学生の部。

：５８，３９６）

( ) 全国各地で展開されている活動に関する情報を提供するなど，多様な活動5
の展開に資するための情報交流を支援した。

２．評 価 結 果

○ 全国における各地区実施委員会を構成する機関・団体数は，過去５年間で

みるとほぼ横ばい状態であるが，数多くの地方自治体や民間団体の幅広い参

加を得ており，本運動が地域社会に確実に浸透していることがうかがえる。

１３年 １４年

実施委員会構成 都道府県 ５，１８１ ５，１３８

機関・団体数 市町村等 ３１，５５８ ３２，２７７

○ 広報用ポスターは，子供たちが笑顔でいられるような社会，犯罪や非行の

，ない明るい社会を築くことが大切であることを訴えることを目指して作成し

大人も子供も対象に，幅広い年齢層の人々への参加を呼び掛けた。

各地区からは，特に，子供達の笑顔を取り入れた図柄が，子供を対象とし

たスポーツ大会等での広報活動において効果的であったなどの声が寄せられ

ている。

広報ビデオは，少年の立ち直りのために家庭，学校，地域社会が果たすべ

き役割について 「居場所」をキーワードに，更生保護制度の説明を含めた，

内容とし，活用の便を図るため，３０分の作品を作成した。

各地区からは 「地域における集会等で使いやすかった 「学校を舞台とす， 」

る内容が教育関係者からの理解を得やすかった 「更生保護制度のＰＲにも」

つながった 「上映時間が適当だった」などの感想が寄せられた。」

○ 作文コンテストへの応募作品総数は，小学生・中学生ともに前年度から大

幅に増加し，各地区において，教育委員会・学校等との連携を重視しながら

運動を展開していることにより，その趣旨が浸透されていることがうかがえ

る。

○ 全国各地での活動状況をみると，前回の運動に引き続き，地域活動キーコ
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教団の拠点施設に対する立入検査等においては

○ 施設内に麻原彰晃こと松本智津夫の唱えるマントラを流している事実

○ 麻原の説法を収録したビデオテープ，カセットテープ及び教団関連書籍並

びに同人の写真及びポスターを多数保管している事実

○ 無差別大量殺人行為に関与した刑事被告人の所有物等を保管している事実

○ 祭壇を設けた道場に，麻原の写真や大量の教団関係資料が保管され，教団

の施設と認められたにもかかわらず，公安調査庁への報告を行うことなく，

施設を運用している事実

○ 教団名を秘匿し，一般人を対象とする「ヨーガ教室」を開催し，信徒獲得

活動をしている事実

などを確認した。

観察処分の実施以降，教団は拠点施設から撤退したり，公然と信者の勧誘を

，行うことや危険な教義の実現に向けた準備行為を控えざるを得ない状況にあり

教団の信徒数は，教団が教団名を秘匿した勧誘活動などの各種の信徒拡大に向

けた動きを活発化させる中で，観察処分決定時と比較して微増するに留まって

いる。

しかしながら，教団は，依然として松本・地下鉄両サリン事件の首謀者であ

る麻原を絶対的帰依の対象とし，同人の確立した殺人を勧める危険な教義，修

行体系等を維持するなど，その危険な本質は，観察処分決定時と変わりことが

明らかとなった。

さらに，教団は，今なお出家信徒を外部との接触を遮断して管理下の施設に

集団居住させて出家信徒とその親族との連絡・面会を制限するなどして独自の

閉鎖社会を構築しており，依然として，その組織体質は極めて閉鎖的である。

また，教団は，団体規制法第５条第３項の規定に基づく報告義務を有すると

ころ，報告書として提出された書類には，

○ ロシア人構成員の大半等が本団体の構成員として報告されていなかったこ

と

○ 本団体管理下の施設のうち９施設が報告されていなかったこと

○ 資産及び負債につき，本団体の会計帳簿，破産管財人への経済活動に関す

る報告と齟齬していたこと

などが認められるなど，虚偽的・欺瞞的な組織体質に変わりはない。

公安調査庁は，引き続き教団の活動状況を明らかにしていく必要があるとの

判断から，立入検査の実施などにより得られた上記の事実を証拠化して，平成

， 。１４年１２月２日 公安審査委員会に対して観察処分の期間更新請求を行った

， ， ， ，これを受けて 公安審査委員会は 平成１５年１月２３日 教団については

麻原が教団の活動に絶対的ともいえる影響力を有していることから，将来再び

無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があり，引き続きその活動状況を継続して明

らかにする必要があると認められるとして，観察処分の期間更新を決定した。

なお，観察処分を通じて得られた調査結果については，自治体の長の請求を

受けて２０自治体に対し４７件を提供した。

○ 立入検査を行った施設数：３０施設（このほか，２か所の付帯施設に立入

検査を実施した ）。

○ 動員した公安調査官数：延べ９０１人

○ 検査時間：約１８２時間

２．評 価 結 果

立入検査などの実施により教団の活動実態を相当程度解明し，教団が依然と

して無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があることを明らかにした。この結果，

教団の活動状況を継続して明らかにするためには，引き続き，教団を公安調査

庁長官の観察に付す必要があると判断し，公安審査委員会に観察処分の期間更








